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平成27年１月診療分から、70歳未満の方の１
カ月の自己負担限度額（以下、限度額）が表のと
おり変更となります（平成26年12月以前の診療
分は、従前の区分での自己負担となります）。
１カ月の医療費を限度額を超えて支払った場
合、申請により差額分を高額療養費として支給
されます。
世帯内で同じ月の複数の医療機関の自己負担
額を合算し、限度額を超えれば支給の対象とな
ります（同一医療機関での支払いが21,000円以
上であることが必要です）。
なお、70歳以上の方の自己負担限度額に変更
はありません。

事前に申請をして限度額適用認定証（以下、
認定証）の交付を受けた場合、同一医療機関で
の支払いが限度額までとなります。すでに認定
証をお持ちの方で国保税の滞納がない方には、
12月下旬に新しい認定証を郵送します。１月１
日以降に医療機関な
どで受診する際は、
新しい認定証を提示
してください。

自己負担限度額の変更（70歳未満） 限度額適用認定証について

70歳未満の方の自己負担限度額（月額）
《平成26年12月31日まで》

《平成27年１月１日から》

《問合せ》市民課国保医療係☎21-9061または各支所市民福祉係

所得区分 所得要件 自己負担限度額
Ａ

（上位所得者）
基礎控除後の所得が
600万円を超える

150,000円＋（医療費－500,000円）×１％
＜４回目以降：83,400円＞※１

Ｂ
（一般）

基礎控除後の所得が
600万円以下

80,100円＋（医療費－267,000円）×１％
＜４回目以降：44,400円＞

Ｃ
（低所得者） 住民税非課税 35,400円

＜４回目以降：24,600円＞

所得区分 所得要件 自己負担限度額

ア 基礎控除後の所得が
901万円を超える

252,600円＋（医療費－842,000円）×１％
＜４回目以降：140,100円＞

イ 基礎控除後の所得が
600万円を超え、901万円以下

167,400円＋（医療費－558,000円）×１％
＜４回目以降：93,000円＞

ウ 基礎控除後の所得が
210万円を超え、600万円以下

80,100円＋（医療費－267,000円）×１％
＜４回目以降：44,400円＞

エ 基礎控除後の所得が
210万円以下

57,600円
＜４回目以降：44,400円＞

オ 住民税非課税 35,400円
＜４回目以降：24,600円＞

※1　過去12カ月間に、高額療養費の支給が４回以上あった場合、４回目から適用される限度額

国民健康保険・高額療養費の
　自己負担限度額が変わります（平成27年１月～）

～70歳以上の方は変更なし～
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27
年
1
月
1
日
現
在
の
資
産
の

所
有
状
況（
機
械
・
備
品
な
ど

の
購
入
ま
た
は
廃
棄
、
事
業
の

廃
業
な
ど
）を
申
告
し
て
く
だ

さ
い
。

な
お
、
資
産
の
異
動
が
な
い

場
合
も
申
告
が
必
要
で
す
。

※（
社
）地
方
税
電
子
化
協
議
会
が

固
定
資
産
税
は
、
毎
年
1
月
1

日
に
、
土
地
・
建
物
・
償
却
資
産

を
所
有
し
て
い
る
方
が
、
そ
の
所

在
す
る
市
町
村
に
納
め
る
税
金
で

す
。
平
成
26
年

中
に
次
の
よ
う

な
異
動
が
あ
っ

た
場
合
は
、
必

ず
申
告
し
て
く

だ
さ
い
。

▼
土
地
・
建
物

①
土
地
の
利
用
状
況
の
変
更

（
例
）農
地
を
埋
め
立
て
て
駐
車
場

や
資
材
置
き
場
に
し
た

②
建
物
の
新
増
築
、
取
り
壊
し

③
建
物
の
用
途
変
更

（
例
）専
用
・
併
用
住
宅
を
工
場
・

事
務
所
に
変
更
し
た

④
登
記
し
て
い
な
い
建
物
の
所
有

者
の
変
更（
売
買
・
相
続
な
ど
）

⑤
今
年
4
月
に
送
付
し
た「
課
税

明
細
書
」の
内
容
の
変
更
な
ど

※
登
記
済
の
物
件
は
申
告
不
要

▼
償
却
資
産

・
償
却
資
産
課
税
台
帳
に
所
有
者

と
し
て
資
産
登
録
の
あ
る
方
に

は
、
12
月
上
旬
に
平
成
27
年
度

申
告
書
を
送
付
し
ま
す
。
平
成

運
営
す
る
地
方
税
ポ
ー
タ
ル
シ

ス
テ
ム（
ｅエ

ル
タ
ッ
ク
ス

Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ
）を
利
用

し
た
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る

電
子
申
告
を
受
け
付
け
て
い
ま

す
。
詳
し
く
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
ま
た
は
ｅ
Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

▽
ｅ
Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

http://w
w
w
.eltax.jp/

《
問
合
せ
》
税
務
課
資
産
税
係

☎
21

9
0
4
6
ま
た
は
各
支

所
市
民
福
祉
係

Ｑ　
償
却
資
産
と
は
何
で
す
か
？

Ａ　
会
社
や
個
人
が
事
業
を
営
む

た
め
に
所
有
し
て
い
る
機
械
・

器
具
・
備
品
な
ど
の
事
業
用
資

産
で
す
。
土
地
・

建
物
と
同
じ
く
固

定
資
産
税
の
課
税

対
象
で
す
。

Ｑ　
申
告
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い

の
で
す
か
？

Ａ　
市
内
に
償
却
資
産
を
所
有
し

て
い
る
方
は
、
地
方
税
法
に
基

づ
き
、
毎
年
１
月
１
日
現
在
の

資
産
の
所
有
状
況
を
申
告
し
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

Ｑ　
ど
ん
な
資
産
が
申
告
の
対
象

で
す
か
？

Ａ　
原
則
と
し
て
、
決
算
時
に
減

価
償
却
資
産
と
し
て
計
上
す
る

も
の
は
、
全
て
償
却
資
産
の
申

告
対
象
で
す
。
た
だ
し
、
建
物

と
し
て
固
定
資
産
税
の
対
象
と

な
る
も
の
や
車
両
の
う
ち
自
動

車
税
・
軽
自
動
車
税
の
対
象
と

な
る
も
の
は
申
告
対
象
か
ら
除

か
れ
ま
す
。

Ｑ　
新
規
開
業
し
ま
し
た
が
申
告

は
ど
う
す
る
の
で
す
か
？

Ａ　
平
成
26
年
中
に
事
業
を
始
め

た
方
に
は
、
市
か
ら「
申
告
書
」

を
送
付
し
ま

す
。
申
告
書
が

届
い
て
い
な
い

場
合
は
連
絡
し

て
く
だ
さ
い
。

知
っ
て
納
得
！

固
定
資
産（
償
却
資
産
）の

Ｑ
＆
Ａ

個
人
住
民
税
の
特
別
徴
収
を
実
施

し
て
い
な
い
事
業
主
の
皆
さ
ん
へ

特
別
徴
収
と
は
、
従
業
員
の
給

与
か
ら
個
人
住
民
税
を
天
引
き

し
、
事
業
主
が
従
業
員
に
代
わ
っ

て
、
毎
月
、
市
町
に
納
税
す
る
も

の
で
す
。

◆
こ
の
制
度
は
、
地
方
税
法
お
よ

び
各
市
町
の
条
例
の
規
定
で
、

所
得
税
の
源
泉
徴
収
を
行
う
全

て
の
事
業
主（
給
与
支
払
者
）に

義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

◆
特
別
徴
収
が
不
要
な
ケ
ー
ス
は

法
令
で
定
め
ら
れ
て
お
り
、
事

業
主
の
希
望
に
応
じ
て
決
め
る

こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

◆
従
業
員
の
メ
リ
ッ
ト

①
毎
月
の
給
与
天
引
き（
年
12
回

払
い
）に
な
る
の
で
、
年
4
回

納
め
る
普
通
徴
収
に
比
べ
1
回

当
た
り
の
納
税
額
が
少
な
く
て

済
む
。

②
直
接
金
融
機
関
に
出
向
く
必
要

が
な
く
な
る
。

③
納
付
忘
れ
を
防
げ
る
。
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問
合
せ
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税
務
課
市
民
税
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☎
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9
0
4
5
ま
た
は
県
税

　

事
務
所
課
税
第
1
課

　

☎
26

3
6
2
7

県と県内全ての市町は、連
携して個人住民税の特別徴収
を推進しています。

特別徴収の方法による納税の仕組み

固
定
資
産
税
の
お
知
ら
せ

異
動
申
告
は
1
月
16
日（
金
）ま
で
に
！

市役所･町役場 事業所 給与所得者

②税額の計算 ①給与支払報告書の提出
　（１月31日まで）

④特別徴収税額の通知
　（５月31日まで）

③特別徴収税額の通知
　（５月31日まで）

⑥税額の納入
　（翌月10日まで）

⑤給与の支払いの際、
　税額を徴収
　６月から翌年
　５月まで毎月（ ）


